






電 子 申 請 方 式 ご 利 用 の 方

建退共では、証紙の取り 扱いが不要な電子申請方式のご利用をお勧めしており ます。

電子申請方式では、月に一度、共済契約者が就労日数を電子申請専用サイト に報告し 、

あらかじ めご購入いただいた退職金ポイント から 掛金を納付します。

また、共済手帳の新規申し 込み等の手続きも オンラインで行う こと ができます。

建退共重
要

建退共制度の利用に当たっ ては、下記のA ～D にご留意く ださ い。

A

B

C

D

退職金ポイ ント の購入について

退職金ポイント は、ペイジー又は口座振替で購入

掛金納付について

共済手帳の更新について

被共済者が退職し た場合について

建設業界を引退した時に、労働者本人またはご遺族に直接お支払い

※共済手帳を本人へ渡すことを忘れずに

1.就労実績報告作成ツールで、就労実績ファイルを作成し 、

　 電子申請専用サイト に登録

2 .就労日数に応じ て、退職金ポイント から掛金が充当

3 .建退共から 掛金充当書が発行

以下のいずれかに該当する場合は、各都道府県支部で更新手続き

1  共済手帳の「 次回更新時期」が到来した場合

2  共済手帳の証紙貼付欄に25 0日分の共済証紙を貼り 終えた場合（ 証紙貼付方式併用の場合）

o r

※共済手帳に電子による掛金充当実績と 証紙貼付実績のいずれも印字

※CCU Sの就業履歴を活用で

　 さらに便利に

共済契約者のみなさ ま

証
紙
貼
付
方
式
に
つ
い
て
は
裏
面
へ

就労実績

（ 暗号化フ ァ イ ル）

証紙の管理が不要になり

手続き が簡単になり ます！

●建退共制度について： TEL .0 3 -6 7 31-2 8 6 6

●電子申請方式システム操作方法について： TEL .012 0 -0 0 6 -17 5（ 専用コ ールセンタ ー）

建 退共は現場 作業員の福祉向上、建 設技能者の人材確保・ 育成のた めの業界全体の退職金制度で す。

独立行政法人勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業本部



〒170 -8 0 5 5  東京都豊島区東池袋1-24 -1  　 TEL.0 3 -6 731-2 8 6 6

建 退共は現場 作業員の福祉向上、建設 技能者の人材確保・ 育成のた めの業界全体の退職金制度で す。

独立行政法人勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業本部

建退共制度の利用に当たっ ては、下記の1 ～4 にご留意く ださ い。

証 紙 貼 付 方 式 ご 利 用 の 方

建退共制度は、建設業の事業主が退職金共済契約を結んで共済契約者と なり 、その

事業主が雇用している労働者の働いた日数に応じ て掛金を納付（ 事業主全額負担）

し 、その労働者が建設業界の中で働く ことをやめたと きに、直接労働者に退職金を

支払う 制度です。また、加入できる労働者は、建設業の現場で働く 方々が対象です。

建退共

共済証紙の購入について

最寄り の金融機関で、共済契約者証を

提示して共済証紙を購入

共済証紙の貼付について

共済手帳の更新について

以下のいずれかに該当する場合は、各都道府県支部で更新手続き

1. 共済手帳の証紙貼付欄に2 5 0日分の共済証紙を貼り 終えた場合

2 . 共済手帳の「 次回更新時期」が到来した場合

被共済者が退職し た場合について

建設業界を引退した時に、労働者本人またはご遺族に直接お支払い

※共済手帳を本人へ渡すことを忘れずに

就労日数に応じ て、労働者の共済手帳に

共済証紙を貼付して消印

1

2

3

4

特別共済契約者証

（ 大手企業用）

共済契約者証

（ 中小企業用）

【 中小企業用共済証紙】

1日券 3 2 0 円 1日券 3 2 0 円

10 日券 3 ,2 0 0 円 10 日券 3 ,2 0 0 円

【 大手企業用共済証紙】
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 令和６年度  

 
建 設 業 退 職 金 共 済 事 業 
加入・履行証明書の発行要領 

（経営事項審査申請用及び入札参加資格審査申請用） 
 
 

  証明願の受付、証明書の発行手続きは審査に時間
を要するため、郵送対応とさせていただきます。 

  皆様には大変ご不便をおかけいたしますがご理解
ご協力をお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 

  送付先・問い合わせ先 
  〒３３６−８５１５ 
  埼玉県さいたま市南区鹿手袋４−１−７ 
  建退共埼玉県支部 
  電 話 ０４８−８６１−５１１１ 
  ＦＡＸ ０４８−８６１−５３７６ 

 
 
 
 
 



 
経 営 事 項 審 査 申 請 用 発 行 要 領 

 
 
 

※次の要件及び基準を満たさない場合や提出書類に不備、不足がある場合 
は、証明書の発行はできません。 
 

「発 行 の 要 件」 
  決算日時点で建設業退職金共済制度に加入していること。 
 

「発 行 基 準」 
１．共済手帳の適正更新について 
  「証紙貼付満了による更新手続き」または「次回更新時期到来による更新手続き」対

象の共済手帳がある場合、更新手続きを適正に行っていること。 
 

２．退職給付拠出額等の総額について 
  退職給付拠出額等の総額（（１）から（５）の合計から（６）を控除した額）が、被共

済者の就労日数に見合う額であること。 
 （１）電子申請方式において、自社雇用の被共済者に掛金充当した額 
 （２）電子申請方式において、自社雇用の被共済者に元請が掛金充当した額 
 （３）共済証紙購入額 
 （４）前年度から繰り越した共済証紙の金額 

 注１．共済証紙受払簿で確認します。必ず前期繰越分を記載してください。 
 （５）元請から現物交付を受けた共済証紙の金額 
 （６）下請に現物交付した共済証紙の金額 
 

３．証紙貼付方式を採用する公共工事について（元請のみ） 
  公共工事を受注し、証紙貼付方式を採用する場合は、当該公共工事に係る「工事別共

済証紙受払簿」を工事完成後１年間事務所に備え付けていること。 
 

４．下請への適正な共済証紙の交付または掛金の充当について（元請のみ） 
  下請を使って工事を行っている事業主については、１から３のほか、下請への共済証

紙の交付または電子申請方式による掛金の充当が適正に行われていること。 
 
 
 



 
 

「申請方法等について」※申請は原則郵送 
  発行まで 1 週間程度かかりますので予めご了承ください。 
  加入・履行証明願の関係書類は全て埼玉県建設業協会ホームページ内からダウンロー

ドできます。 
 

次の書類を郵送（現金書留、レターパック等）してください。 
 １．必要書類の提出（決算期間内全てにおいて電子申請方式のみで掛金納付を行ってい

る場合は、（２）（４）（５）（７）は不要です。） 
 （１）建設業退職金共済事業加入・履行証明願（２部） 
 （２）共済証紙受払簿（写） 

（３）共済手帳受払簿（写） 
※旧様式を使用する場合は、欄外に①各被共済者の決算期間内現場就労日数、②
「記載内容に相違ない」主旨の文言と勤怠管理者氏名（自署）を書き加えてくだ
さい。 

（４）建退共制度に係る被共済者就労状況報告書または共済証紙受領書等（写）    
※元請のみご提出ください。 

    注２．決算期間内において、共済証紙を交付した最も請負金額の大きい工事に関
するものをご提出ください。下請からの共済証紙交付依頼に対して適正枚数の共
済証紙を交付し、下請が受領しているかを確認いたします。 

（５）事務組合からの共済証紙購入証明書（事務受託をしている共済契約者のみ） 
（６）事業年度終了報告書の中の「直前３年の各事業年度における工事施工金額」また 

は経営事項審査申請書の中の「工事種類別完成工事高」 
 （７）工事別共済証紙受払簿（写） 
    ※元請のみ必要に応じて提示を求めることがございます。 
 （８）手数料 １通：８００円 
    ゆうちょ銀行の定額小為替（無記名）または現金書留 

（９）返信用封筒 
    宛名をご記入いただき切手を貼ったものまたはレターパック 
 
 ２．提出書類の内容確認 
   お電話で問い合わせすることがございます。 
 
 ３．建設業退職金共済事業加入・履行証明書の発行 
   加入・履行証明書と領収書をお送りします。 
   そのほかにご提出いただいた書類は返送いたしません。 
 
 



 

入札参加資格審査申請用発行要領 
 
 
「発 行 の 要 件 及 び 基 準 等」 
 １．決算日時点で建設業退職金共済制度に加入していること。 
 
 ２．入札参加資格審査申請をする審査基準日を確認し、経営事項審査申請用等で、その 

審査基準日の加入・履行証明書を既に取得している場合（再発行）は、次の書類を郵 
送（現金書留、レターパック等）してください。 

 （１）必要書類の提出 
  ①建設業退職金共済事業加入・履行証明願（２部） 
  ②前回発行した加入・履行証明書（写） 
  ③手数料 １通：８００円（ゆうちょ銀行の定額小為替（無記名）または現金書留） 
  ④返信用封筒（宛名をご記入いただき切手を貼ったものまたはレターパック） 
 （２）提出書類の内容確認 
    お電話で問い合わせすることがございます。 
 （３）建設業退職金共済事業加入・履行証明書の発行 
    加入・履行証明書と領収書を送ります。 

そのほかにご提出いただいた書類は返送いたしません。 
 
 ３．入札参加資格審査申請をする審査基準日を確認し、その審査基準日の加入・履行証 

明書を取得していない場合は、発行の要件及び基準等は経営事項審査申請用と同様で 
すので、経営事項審査申請用の加入・履行証明書発行要領に従ってください。 

 
 



今までの
申請業務を

電子申請方式で

スマート 化！

電子申請方式で

建設業に

働き方改革を！

電子申請は良いこと たく さ ん！詳細は裏面へ

独立行政法人 勤労者退職金共済機構  建設業退職金共済事業本部　 〒1 7 0 -8 0 5 5  東京都豊島区東池袋１ -２４ -１  TEL 0 3 -6 7 3 1 -2 8 6 6

建設現場で働く 労働者のための国の退職金制度です｡

h t tp s ://w w w .k e n ta ik y o .t a is y o k u k in .g o . j p

建退共

オンラインで

業務効率化！

https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp


掛金納付をもっと 便利に！掛金納付をもっと 便利に！

電子申請方式電子申請方式

012 0 -0 0 6 -175

8 つのメリット8 つのメリット

建退共電子申請専用サイ ト 体験版はこ ちら

電子申請方式システム操作方法についてのお問い合わせ先（ 専用コ ールセンタ ー）

受付は土・ 日・ 祝日を除く 平日 9 ： 0 0 ～17 ： 0 0

電子申請専用サイト の
お試し 体験ができます！

電子申請方式全般の詳細はこ ちら

電子申請方式について

M ER IT

1 金融機関窓口で共済証紙を

購入する必要はありません！

共済手帳への証紙貼付・ 消印や

下請への現物交付が不要です！

M ER IT

2

社内の PC から 建退共の電子申請専用サイ ト（ 専用サイ ト ）

にロ グイ ン の上、 共済証紙に代わる「 退職金ポイ ン ト 」 を

購入できます。 ※1

自社及び下請労働者の就労日数を 専用サイ ト に登録する こ

と で、 事前に購入し た退職金ポイ ン ト から 掛金が充当さ れ

ます。 専用サイ ト 上で全て（ 自社・ 下請）の掛金納付が可能

です！ ※2

共済手帳の新規申込が

オンラインで申請できます！

M ER IT

4

共済手帳の新規申込を 専用サイ ト で申請する こ と ができ ま

す。 その他共済手帳や共済契約者証の紛失によ る 再交付も

申請可能です。 今後、 オン ラ イ ン 申請ができ る 手続き を 拡

充する予定です。

公共工事における工事関係書類の

電子化に対応しています！

M ER IT

6

国土交通省から 各地方整備局等への通達によ り 、 建退共の

掛金収納書も 電子化に対応し ています。※3

公共工事における

各種書類の保存に便利です！

M ER IT

8

公共工事における 書類は、 掛金充当状況の確認のため、 工

事完成後 1 年間保存するこ と と さ れています。

電子データ での保存が可能なため、 ペーパーレ ス化が図れ

ます。

共済証紙受払簿の作成や

在庫管理が不要です！

M ER IT

3

専用サイ ト で退職金ポイ ント 購入額や掛金充当額が自動管

理さ れ、 社内のPCで確認でき ます。

加入・ 履行証明願の作成が

負担軽減さ れます！

M ER IT

5

専用サイ ト から 「 建設業退職金共済掛金納付・ 充当状況証

明書」 を ダウン ロ ード する こ と によ り 決算期間内の掛金納

付状況が確認できます。

「 加入・ 履行証明願」 への転記が可能です。

発注機関等への提出・ 提示書類が

軽減さ れます！

M ER IT

7

発注機関等によ る建退共制度の履行確認時において、 共済

証紙にかかる様式等の提出・ 提示が不要です。

（ 工事別共済証紙受払簿・ 共済証紙貼付状況報告書等）

TEL

(2 0 2 4 .0 9 )

※1  退職金ポイ ント はペイ ジーまたは口座振替で購入でき ます。 お手元の共済証紙は退職金ポイ ント に交換でき ます。 ※2  電子申請専用サイ ト に登

録する工事情報や就労実績データ は「 就労実績報告作成ツール」 を使っ て作成し ます。 CCU S の就業履歴を活用するこ と により さ ら に効率化が図

れます。 ※3  国技建管第 2 6 号「 工事関係書類の標準様式」 の改定について（ 令和 3 年 3 月 3 1 日付）



公共工事を 受注し た際の、

一連の流れを わかり やすく 解説し ていま す。

けんたいきょ う
独 立 行 政 法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構

建設業退職金共済事業本部

建退共本部ホームページ　 https://kentaikyo.taisyokukin.go.jp/

元請企業の皆様へのお 願い

下請企業への証紙の交付・

電子申請サイト による就労報告は

毎月適時に行ってく ださ い。

　 厚生労働省及び国土交通省の通知により 、「 元請事業主は下請事業主から 報告を受け

た就労状況に応じ 、毎月適時に、必要な証紙を 下請事業主に対し て交付する こ と（ 証紙

貼付方式）。または機構に対し 、毎月適時に電子申請サイ ト を 通じ て対象労働者に対す

る掛金の充当を申し 出るこ と（ 電子申請方式）。」と さ れています。

（ 令和3 年3 月3 0 日雇均勤発0 3 3 0 第1 号、国不建整第1 8 6 号より 一部引用）

　 下請企業への証紙交付・ 掛金充当が遅れると 、元請企業・ 下請企業それぞれが『 加入・ 履

行証明書』の発行対象外と なる可能性があり 、加えて、下請企業の被共済者の退職金額に

大きな影響を及ぼす恐れがあり ます。

　 建退共制度の円滑な運営には元請企業・ 下請企業間での相互協力が不可欠です。自社

雇用の被共済者のみなら ず、下請企業の被共済者のためにも 、ご理解・ ご協力の程お願

いいたし ます。

加入・ 履行証明書の発行基準の改定について（ 抜粋）

元請企業

下請企業

※上記は一例です。事業所によ り 異なり ますので、詳細は建退共本部ホームページでご確認く ださ い。

決算期間中に下請企業への掛金の充当又は

共済証紙の適正な交付をし ているかを確認

決算期間中に元請企業より 掛金の充当又は

共済証紙の適正な交付がさ れているかを確認

https://kentaikyo.taisyokukin.go.jp/


けんたいきょ う
独 立 行 政 法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構

建設業退職金共済事業本部

建退共本部ホームページ　 https://kentaikyo.taisyokukin.go.jp/

　 厚生労働省及び国土交通省の通知によ り 、「 下請事業主は元請事業主に対し 、自社雇

用の対象労働者の就労状況報告書を 毎月提出し 、元請から 証紙の交付を 受ける こ と

（ 証紙貼付方式）。または元請に対し 、就労実績報告作成ツールを 活用し て就労状況報告

書を毎月作成し 、電子メ ール等により 提出するこ と（ 電子申請方式）。」と さ れています。

（ 令和3 年3 月3 0 日雇均勤発0 3 3 0 第1 号、国不建整第1 8 6 号よ り 一部引用）

　 下請企業から の就労報告が遅れると 、下請企業・ 元請企業それぞれが『 加入・ 履行証明

書』の発行対象外と なる 可能性があり 、加えて、自社雇用の被共済者だけでなく 、下位

下請企業の被共済者の退職金額にも 大き な影響を及ぼす恐れがあり ます。

　 建退共制度の円滑な運営には下請企業・ 元請企業間での相互協力が不可欠です。自社

の被共済者はも ちろ ん、元請企業、下位下請企業のためにも 、ご理解・ ご協力の程お願い

いたし ます。

元請企業への就労日数報告は

毎月適時に行ってく ださ い。

下請企業の皆様へのお 願い

加入・ 履行証明書の発行基準の改定について（ 抜粋）

元請企業

下請企業

※上記は一例です。事業所によ り 異なり ますので、詳細は建退共本部ホームページでご確認く ださ い。

決算期間中に下請企業への掛金の充当又は

共済証紙の適正な交付をし ているかを確認

決算期間中に元請企業より 掛金の充当又は

共済証紙の適正な交付がさ れているかを確認

公共工事を 受注し た際の、

一連の流れを わかり やすく 解説し ていま す。

https://kentaikyo.taisyokukin.go.jp/

